
 

第８章 ５疾病・６事業及び在宅医療の体制 

第
８

節
 新

興
感

染
症

発
生

・まん
延

時
に

お
け

る医
療

 

                                    

ロジックモデル＜新興感染症発生・まん延時における医療＞

施策【D】
＜施策・取組の展開＞

１．入院医療

指標番号 C101～C103 指標番号 指標なし

２．外来診療

指標番号 C201～C202 指標番号 指標なし

３．療養支援
指標番号 指標なし

指標番号 C301～C304 指標番号 指標なし

４．医療人材派遣

指標番号 C401 指標番号 指標なし

●外出自粛対象者が必要に応じて適切な医療を受け
られる

●施設内感染が発生した医療機関等への支援ができ
ている

●新興感染症の発生・まん延時においても感染
症患者等への適切な医療・療養体制が確保され
ている

①入院医療体制の確保
②後方支援医療機関の確保

①外来診療体制の確保

①外出自粛対象者への療養支援
体制の確保

①医療人材の派遣体制の確保

●協定締結により外出自粛対象者への医療提供等を担う
医療機関が確保されている

●施設内感染が発生した医療機関や高齢者施設等への
支援のための医療人材が確保されている

初期アウトカム【C】 中間アウトカム【B】
＜施策の方向性＞

分野アウトカム【A】
＜目指す姿＞

●協定締結により病床が確保されている
●協定締結により後方支援を担う医療機関が確保されて
いる

●協定締結により発熱外来を担う医療機関が確保されて
いる

●入院が必要な患者が適切な医療を受けられる

●感染症疑い患者等が適切な医療等を受けられる
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